
  

地域行政の普及啓発ツール -5- 看板 

NPO Neko-Dasuke

東京都内の河川敷。平成15年 
河川敷管理事務所、警察、地域の愛護動物行政と市民ボランティアが協働で、 
ポスター看板を設置しました。（ポスター面は実際のデザインのはめ込み合成加工です。） 

東京都内の公園。平成15年 
地域の愛護動物行政と警察、市民ボランティアが 
協働で、ポスター看板を設置しました。 

地域行政などと協働で設置したポスター看板の例 

捨てること、傷つけること、虐待することは 
法律で罰せられます。 
（動物愛護及び管理に関する法律第27条） 

　　終生愛情と責任を持って飼いましょう！ 
　　不妊去勢手術をしましょう！ 

○○区（○○課）・警視庁○○警察署 

動物は命あるもの 

動物を捨てることは犯罪です。 

2003 h15.




